
技術上の
適合性

→対象工事とならない
理由（欄外：対象番号
を記入）

公共事業
としての必
要性

地域づくり
等との整
合性

地域要望
等との整
合性

関係法令、
構造基準
等との適合
性

早期対応
の必要性

他の管理者等
との調整の難
易

1 道路 木津加茂線 木津川市
通学路であるが観音寺集会所前は
幅員狭小で急カーブで危険なため、
道路の拡幅を提案

あり ○

【安心・安全】

○ ○ ○ ○ ○
実施する

②
技術審査
のとおり

6 道路 天理加茂木津線 木津川市
車両の脱輪がよく発生し、路面冠水
や冬期凍結しやすいため、蓋付き側
溝の整備を提案

なし ○

【安心・安全】

○ ○ ○ ○ ○ ×
実施する

②
技術審査
のとおり

道路区域確認必要
排水先が確定出来ないため、L型ガッター
等も検討

11
その
他

急傾斜地 笠置町

竹・雑木・雑草が生い茂っており、民
家にまで倒れかかっている。点検し
たいが上まで行けない。竹・雑木・雑
草の伐採と昇降階段の設置を提案

なし ○

【安心・安全】

○ ○ ○ ○ × ×
実施する

③
技術審査
のとおり

危険と認められる倒木等は撤去する。
階段を設置する。

12 道路 奈良笠置線 笠置町
局所的に蓋が欠落しており、危険。
溝蓋の設置を提案

なし ○

【安心・安全】

○ ○ ○ ○ ○ ○
実施する

①
技術審査
のとおり

水路管理者と協議必要

16
河

川・
砂防

尻枝川 笠置町

尻枝川砂防堰堤上流の山腹が崩壊
しており、土砂が流出している。山腹
崩壊部の復旧と河川内堆積土砂の
浚渫を提案

なし ○

【安心・安全】

○ ○ ○ ○ ○
実施する

②
技術審査
のとおり

.山腹崩壊を前提として堰堤を整備しているた
め、山腹崩壊部の復旧は行わない。堰堤下
流側の河川内に堆積した土砂は、維持管理
上撤去することが望ましいため実施する。

17
河

川・
砂防

不動谷川(国道
163号不動谷
橋）

笠置町

定期的に地元自治会で除草を実施
している。
河川に降りる階段の設置
河床コンクリートの復旧

なし ○

【安心・安全】

○ ○ ○
実施する

②
技術審査
のとおり

18
河

川・
砂防

和束川 和束町
赤岩橋と鎌倉橋の間の落差工、護
岸の整備

なし ○

【安心・安全】

○ ○ ○ ○ ○ ○
実施する

①
技術審査
のとおり

21 道路 笠置山添線 笠置町

笠置山添線が住宅地を抜けており
幅員狭小、待避困難である。道路拡
張(待避場所の増設含む)
代替道路の新設を提案

あり ×

【安心・安全】
⑤他事業で実施
予定

実施しな
い

技術審査
のとおり

・待避所設置は用地提供が可能となれば、
他事業(地域道路改良事業）で対応予定
・代替道路の新設は、住宅密集地であり、ま
た事業規模が大きいため実施しない。

22 道路 奈良笠置線 笠置町

公民館から道路を横切って施設駐
車場側へ排水用土管が埋設してあ
るが土管径が小さいため汚泥が堆
積し悪臭が発生。排水管の移設を
提案

なし ○

【安心・安全】

○ ○ ○ ○ ○ ×
実施する

③
技術審査
のとおり

Ｈ２１で提案。「実施予定」で回答
光ファイバー線等で工事困難であった
NTT等と工法協議に時間を要す

23 道路
奈良笠置線
笠置山添線

笠置町

三叉路で右折車と対面衝突しそうに
なる。クロスマークの表示を滑り止め
式カラー舗装と組み合わせて設置す
ることを提案

なし ○

【安心・安全】

○ ○ ○ ○ ○ ○
実施する

①
技術審査
のとおり

ヒヤリ・ハット箇所
公安委員会と調整が必要

公共事業としての必要性、地
域づくりとの整合性

速効性

名　　　　　称 所在地

提案施設

提案概要

種別

工事の仕分け等（第１段階
チェック）

受付
番号

府民公募型整備事業　技術審査一覧【山城地域】《山城南土木事務所》

技術審査（第２段階チェック）結果

技術審査
結果

事業委員会
意見等

備考

対象

用地買収
の有無

安心・安全整備



技術上の
適合性

→対象工事とならない
理由（欄外：対象番号
を記入）

公共事業
としての必
要性

地域づくり
等との整
合性

地域要望
等との整
合性

関係法令、
構造基準
等との適合
性

早期対応
の必要性

他の管理者等
との調整の難
易

公共事業としての必要性、地
域づくりとの整合性

速効性

名　　　　　称 所在地

提案施設

提案概要

種別

工事の仕分け等（第１段階
チェック）

受付
番号

府民公募型整備事業　技術審査一覧【山城地域】《山城南土木事務所》

技術審査（第２段階チェック）結果

技術審査
結果

事業委員会
意見等

備考

対象

用地買収
の有無

安心・安全整備

24
その
他

南笠置急傾斜地
崩壊対策施設

笠置町

急傾斜施設内で繁茂した樹木が民家まで覆い
被さり倒木の恐れ、急傾斜施設に顕著な割れ
目あり。
倒木の撤去
施設の補修
中央公民館裏側に昇降足場を設置を提案

なし ○

【安心・安全】

○ ○ ○ ○ × ×
実施する

③
技術審査
のとおり

・危険と認められる倒木等は撤去する。
・施設の維持管理については今後計画的に
補修を実施していく。
・昇降路の設置を行う。

25 道路 奈良笠置線 笠置町
道路端が一部崩落している。
路肩の補修
(ガードレール補修含む)を提案

なし ○

【安心・安全】

○ ○ ○ ○ ○ ○
実施する

②
技術審査
のとおり

差し迫った危険はないが、路肩補修等必
要

26 道路 奈良笠置線 笠置町
橋の欄干以上の高さに草木が繁茂
して、枝葉が道路面に進入してい
る。木の伐採を提案

なし ×

【安心・安全】
⑤他事業で実施
予定

実施しな
い

技術審査
のとおり

受付番号１０と同一箇所であり、他事業で
対応予定

27 道路 奈良笠置線 笠置町
道路側溝で蓋の欠落部分があり転
倒・転落の危険がある。道路側溝の
改修及び蓋掛けを提案

なし ○

【安心・安全】

○ ○ ○ ○ ○ ○
実施する

①
技術審査
のとおり

蓋掛けのみ実施
隣接地権者の了解が必要

28 道路 奈良笠置線 笠置町
道路側溝で蓋の欠落部分があり転
倒・転落の危険がある。道路側溝の
蓋掛けを提案

なし ○

【安心・安全】

○ ○ ○ ○ ○ ○
実施する

①
技術審査
のとおり

蓋設置ではなく、転落防止柵を設置する

29 道路 奈良笠置線 笠置町
道路側溝で蓋の欠落部分があり、過
去に転落した経過もある。側溝の入
替え、溝蓋の設置を提案

なし ○

【安心・安全】

○ ○ ○ ○ ○ ○
実施する

①
技術審査
のとおり

水路管理者と協議必要

33
河

川・
砂防

杣田川 和束町
河川内に土砂が異常堆積して、雑
草が繁茂している。河川内堆積物の
除去、浚渫工事を提案

なし ○

【安心・安全】

○ ○ ○ ○ ○
実施する

①
技術審査
のとおり

工事施工にあたり、土地所有者の借地協
力が必要

36 道路 生駒精華線 精華町

道路幅員が十分になく歩道もない通
学路を整備してほしい。
蓋掛け及び張出歩道完成区間の車
道部において一部拡幅を提案

あり ○

【安心・安全】

○ ○ ○ ○ ○
実施する

②
技術審査
のとおり

37 道路 生駒精華線 精華町
幅員狭小であるため、離合場所の
設置、道路拡幅を提案

あり ×

【安心・安全】
④：大規模な工
事 × × ×

実施しな
い

技術審査
のとおり

38 道路 生駒精華線 精華町
幅員狭小であるため、待避場所の
設置を提案

あり ○

【安心・安全】

○ ○ ○ ○ ○
実施する

②
技術審査
のとおり



技術上の
適合性

→対象工事とならない
理由（欄外：対象番号
を記入）

公共事業
としての必
要性

地域づくり
等との整
合性

地域要望
等との整
合性

関係法令、
構造基準
等との適合
性

早期対応
の必要性

他の管理者等
との調整の難
易

公共事業としての必要性、地
域づくりとの整合性

速効性

名　　　　　称 所在地

提案施設

提案概要

種別

工事の仕分け等（第１段階
チェック）

受付
番号

府民公募型整備事業　技術審査一覧【山城地域】《山城南土木事務所》

技術審査（第２段階チェック）結果

技術審査
結果

事業委員会
意見等

備考

対象

用地買収
の有無

安心・安全整備

41 道路 木津横田線 木津川市
通学路が途切れているため、歩道
の設置を提案

あり ○

【安心・安全】

○ ○ ○ ○ ○ ×
実施する

②
技術審査
のとおり

用地取得が必要のため実施出来ない場
合がある

43
河

川・
砂防

中村川 和束町
河川内に土砂が異常堆積して、雑
草が繁茂している。河川内堆積物の
除去、浚渫工事を提案

なし ○

【安心・安全】

○ ○ ○ ○ ○
実施する

①
技術審査
のとおり

113
河

川・
砂防

和束川 和束町 雑木、ゴミ等の撤去 なし ○

【安心・安全】

○ ○ ○ ○ ○ ○
実施する

②
技術審査
のとおり

流水の支障となるものは撤去する。

114 道路 和束井手線 和束町
和束町雇用促進協議会主催「和束
茶カフェ」周辺の側溝の蓋掛け

なし ○

【安心・安全】

○ ○ ○ ○ ○ ○
実施する

①
技術審査
のとおり

イベント時等人出が多く、側溝へ転落す
る危険がある

120 道路 八幡木津線 精華町 西側にガードレール及び歩道設置 あり ×

【安心・安全】
④：大規模な工
事 × ×

実施しな
い

技術審査
のとおり

◆【第１段階チェック：対象とならない工事】
　①国や市町村が管理する施設に関する工事
　②利便性向上や環境整備に関する工事
　③特定の個人や団体等の利益に限られる工事
　④道路バイパス工事や河川整備工事など相当の事業期間を要する大規模な工事、建物の新築・大規模な改築工事
☆《他事業での実施》
　⑤他の事業で既に着手している又は計画区間等に含まれている工事
◆【第２段階チェック：技術審査】
　６項目について○、×の評価を記入


